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労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について 

 

 

平素は本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げま

す。 

 さて、労働安全衛生規則の一部を改正する省令により、有害な業務に従事す

る労働者に対する歯科健康診断の結果の報告に係る改正が行われ、本年４月２

８日付けで公布された旨、厚生労働省労働基準局長より周知依頼がありまし

た。 

 つきましては、貴会会員企業の皆様に周知くださいますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

 

以上 

 

（担当：労働部 吉田） 


